
Title 植民と文化

Author(s) 若木, 禮

Citation 北海道帝國大學法經會法經會論叢, 9, 318-330

Issue Date 1941-04

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/10706

Type departmental bulletin paper

File Information 9_p318-330.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



植

民

と

文

イヒ

三
一
八

植

民

、p
'-

交

化

若
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植
民
と
は
所
謂
本
聞
及
び
植
民
地
の
聞
に
存
す
る
一
の
闘
係
概
念
を
指
す
。

さ
れ
ば
岡
よ
り
本
岡
な
き
植
民
も
、
植
民
地
な
き
値

民
も
考
へ
ら
れ
な
い
。
斯
て
と
そ
民
族
移
動
ゃ
、
シ
オ
ン
運
動
は
本
闘
を
諜
て
若
し
く
は
紙
く
が
故
に
、
叉
取
な
る
征
服
は
本
閣
と

そ
の
新
経
管
地
と
の
聞
に
営
初
よ
り
持
績
的
闘
係
を
持
た
ざ
る
が
故
に
植
民
と
国
別
さ
れ
、
且
叉
そ
白
闘
係
の
切
断
は
等
し
く
植
民

の
終
止
を
賀
ら
す
も
、
切
断
様
式
の
如
何
即
ち
本
闘
の
構
成
部
分
の
一
部
と
し
て
吸
収
さ
れ
る
か
或
ひ
は
本
闘
の
統
治
闘
よ
り
離
脱

す
る
か
に
よ
り
植
民
地
の
ム
口
酬
眠
、
又
は
調
立
乃
一
手
一
割
壊
な
る
相
異
友
る
二
種
の
事
態
を
生
む
。

斯
の
如
く
に
植
民
は
闘
係
概
念
な
る
が
故
に
と
そ
是
等
二
地
域
は
正
に
他
者
に
到
し
て
教
に
特
殊
の
資
格
を
持
ち
、
そ
の
資
格
を

表
現
す
る
特
殊
の
呼
稲
と
し
て
夫
々
本
側
ハ
母
閣
〉
乃
至
植
民
地
な
る
名
稿
を
持
つ
。
此
の
事
は
希
脳
酬
請
に
最
も
明
瞭
に
表
現
さ
れ

木
閣
は
都
市
ハ
園
出
家
)
た
る
耐
に
於
て
は
単
に

}6F
で
る
る
が
、
特
に
移
植
民
市
に
劃
し
て
一
五
は
れ
る
時
は
白
色

g
，
吉
宮
と
呼

ば
れ
、
移
植
民
市
又
]
三
宮
で
あ
り
乍
ら
も
特
に
そ
の
母
市

gag--5F
に
封
し
で
は
宮
山
母
国
公

r
E窓口
)wgwロ
ロ
宮
崎
弓
江
口
m)

等
と
呼
ば
れ
た
。
併
し
て
置
に
例
へ
ば
英
濠
聞
に
植
民
聞
係
存
す
る
が
故
に
濠
洲
は
英
領
植
民
地
と
一
五
は
れ
る
が
、
云
ふ
迄
も
な
く

そ
り
植
民
地
的
資
格
は
英
本
闘
に
劃
し
て
翻
ら
れ
る
時
に
限
り
、
日
濠
、
米
後
聞
は
勿
論
、
濠
印
聞
に
す
ら
仮
令
如
何
な
る
筏
な
る

聞
係
存
す
る
も
、
唯
一
つ
植
民
閥
係
を
倣
く
が
故
に
、
と
れ
ば
是
等
何
れ
も
の
植
民
地
と
は
云
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。



さ
て
此
白
二
者
の
聞
に
成
立
す
る
植
民
閥
係
を
概
念
す
る
と
し
て
も
、
一
五
は
伸
、
植
民
感
は
経
験
科
壊
で
あ
っ
て
そ
れ
は
遁
常
友
る

隠
史
的
事
買
の
上
に
構
成
さ
る
可
を
に
よ
り
V
植
民
の
概
念
は
必
や
や
現
賓
の
植
民
闘
係
に
着
目
し
て
是
等
か
ら
蹄
納
的
に
求
め
ら

る
可
き
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
首
っ
て
蓋
し
存
在
す
る
植
民
闘
係
か
ら
素
朴
的
に
は
植
民
活
動
、
植
民
者
、
植
民
地
な
る
三
因
子
が
抽

象
さ
れ
る
に
よ
り
、
例
へ
ば
、
山
内
「
植
民
と
は
一
背
に
人
の
移
住
を
指
す
の
み
な
ら
や
、
新
に
獲
得
せ
る
地
方
在
文
化
的
に
開
護
庭
現

ず
る
を
云
ふ
」
と
か
「
植
民
と
は
人
民
の
一
園
が
本
園
を
去
っ
て
他
の
地
方
に
移
住
す
る
を
云
ふ
。
」
の
如
く
に
植
民
活
動
に
着
目
す

る
も
の
、
四
「
本
来
植
民
と
は
一
闘
に
属
す
る
人
民
の
一
圏
に
し
て
、
そ
の
闘
を
来
て
、
全
然
無
人
友
る
か
、
殆
ど
住
民
た
き
か
又

は
先
住
民
を
髄
迭
し
た
か
の
一
地
域
に
、
調
立
の
若
し
く
は
従
属
の
、
別
簡
の
新
枇
舎
を
形
成
す
る
も
の
を
一
五

μ
。
」
と
か
「
植
民
と

は
或
る
形
式
に
於
て
母
閣
に
従
属
す
る
一
枇
舎
を
栴
し
、
そ
の
多
数
は
出
生
又
は
起
棋
に
於
て
は
母
岡
人
で
あ
る
と
は
云
へ
、
再
び

母
閣
に
師
っ
て
永
住
す
る
の
意
志
な
き
も
の
を
云
向
。
」
の
如
く
に
植
民
者
友
る
人
の
行
動
に
荒
冒
す
る
も
の
、
的
問
「
植
民
地
と
は
本

来
の
園
土
以
外
の
領
土
に
し
て
之
が
統
治
は
本
閣
に
於
け
る
と
は
具
る
も
然
も
向
本
閤
政
府
に
従
属
す
可
き
も
の
で
あ
る
。
本
岡
民

又
は
そ
の
子
孫
の
移
住
す
る
と
、
他
人
種
の
定
住
す
る
と
は
問
は
ち
」
と
か
「
植
民
地
と
は
一
闘
が
そ
の
世
界
経
済
及
世
界
政
策
的

目
的
達
成
の
潟
に
閣
外
に
有
す
る
行
政
地
域
で
あ
る
。
」
の
如
く
に
植
民
地
な
る
土
地
に
着
目
す
る
も
の
L
別
を
生
や
る
。
我
々
は
植

民
閲
係
の
本
開
及
び
植
民
地
が
汲
め
興
へ
ら
れ
て
始
め
て
成
立
す
る
事
か
ら
兎
角
に
、
仰
の
槻
賄
に
走
り
易
い
。
然
し
地
去
の
一
部

が
資
格
付
け
ら
れ
て
或
は
本
間
と
或
は
植
民
地
と
友
る
に
は
固
よ
り
自
然
地
理
準
的
に
深
め
然
る
に
非
守
し
て
、
そ
の
上
に
行
ば
る

L
枇
舎
現
象
に
着
目
さ
れ
て
の
故
で
あ
り
、
且
叉
植
民
地
に
放
資
植
民
地
、
根
擦
植
民
地
、
さ
て
は
主
椛
植
民
地
の
如
き
、
人
目
館

以
外
の
例
へ
ば
資
本
と
か
推
力
と
か
に
着
目
せ
る
種
類
さ
へ
見
ら
れ
る
事
か
ら
、
我
々
は
教
に
杭
氏
関
係
の
概
念
は
悼
の
翻
鼎
友
る

植
民
活
動
に
着
目
し
て
求
め
ら
る
可
き
を
知
る
。

然
る
に
存
在
せ
る
杭
民
活
動
に
話
相
目
し
て
是
よ
り
植
民
の
概
念
を
求
め
ん
と
し
て
も
、
そ
の
植
民
活
動
友
る
も
の
が
如
何
な
る
標

準
で
凡
百
の
人
間
活
動
よ
り
直
別
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ピ
先
十
輿
へ
ら
れ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
考
へ
る
に
我
々
は
常
識
的

占。在
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文
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民

一一一二
O

と

に
植
民
の
概
念
に
就
て
或
る
橡
想
を
有
っ
て
居
り
、
併
し
て
是
の
誼
用
さ
れ
る
地
域
を
以
て
植
民
地
と
、
又
是
の
ト
レ

l
ガ
ー
を
以

て
植
民
者
と
看
倣
し
て
ゐ
る
事
に
忠
ひ
首
る
。
そ
の
深
想
の
内
容
た
る
や
凡
そ
移
住
・
定
着
及
び
統
治
棋
の
延
長
の
一
一
つ
で
あ
る
が

是
が
如
何
な
る
理
由
に
よ
り
然
る
の
で
あ
ら
う
か
、
裁
に
至
る
と
我
々
は
現
代
語
杭
民
、
(
リ
乙
O
H
H
F

同
C
H
C
巳
巾
円
。
ゲ
ロ
山
岳
の
語
源
を
考

究
す
る
の
必
然
に
迫
ら
れ
る
。

邦
語
植
民
の
語
源
な
る
ラ
テ
ン
語

g
H
g
g
な
る
語
は
、
モ
ム
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
本
来

gHO(耕
作

す

、

に

由

来

し

、

而
し
て
口
乙
c
E聞
は
農
民
を
、
勺
C
H
C
E
P

は
佃
々
の
圃
敷
市
山
富
乙
E
M
W
2
2宮
内
を
意
味
し
た
が
、
ロ

l

マ
の
農
業
経
替
の
開
始
形

gHOロ
宮
と
は
そ
の
仲
間

g
F巳

居
性
す
〉

態
は
常
に
組
織
あ
る
集
合
経
替
で
あ
っ
た
が
震
に
、

の
耕
作
す
る
耕
地
を
特
に
指
す
市
引
に
な
っ

た
。
拾
に
と
の
組
織
あ
る
と
云
ふ
黙
が
護
展
し
、
此
の
語
は
叉
政
府
用
語
と
し
て
も
特
殊
の
意
味
を
有
す
る
事
と
な
り
、
同
家
探
遣

の
一
定
数
白
農
民
の
共
同
躍
を
・
な
し
て
移
住
し
た
底
を
指
し
、
迭
に
は
斯
る
地
域
が
特
殊
の
地
検
的
血
縁
閤
贈
を
な
す
献
が
取
L
トムげ

ら
れ
て
、
法
律
上
に
は
土
地
配
営
包
回
目
的
ロ

g
u
に
よ
っ
て
な
っ
た
計
霊
的
た
る
移
性
者
共
同
一
枇
舎
を
一
五
ふ
事
に
な
り
、
従
っ
て

g
F
E

の
農
業
に
携
は
る
や
否
や
は
敢
て
問
は
ざ
る
事
と
な
っ
た
。
の
み
左
ら
や
ラ
テ
ン
人
が
都
市
段
階
陀
入
っ
て
か
ら
は
娘
市
吋
2
Z
2，

h

目
白
白
丘
呈
を
特
に

g
H
S
E

と
表
現
す
る
事
と
な
り
、
遂
に
は
農
業
経
管
は
間
よ
り
後
詑
の
如
く
移
性
乃
五
は
ロ

1
マ
市
川
身
等
の

如
何
を
不
問
、
法
律
上
一
定
の
資
格
を
持
つ
共
同
枇
舎
に
は
凡
べ
て
恥
口
C
H
C
E
P

の
名
を
冠
す
る
に
玉
っ
た
。
よ
っ
て
我
々
は
ラ
テ
ン

語
に
於
て
、
植
民
地
の
意
味
に

g
-
s
g
の
語
を
用
ふ
る
時
は
粧
情
的
意
味
に
非
や
し
て
特
に
政
治
的
新
し
く
は
法
律
的
意
味
に
之

を
解
し
て
ゐ
た
事
を
知
る
。
同
じ
く
ギ
リ
シ
ャ
に
於
て
も
そ
の
移
植
民
的
活
動
は
、
経
術
的
、
文
化
的
棋
準
に
よ
ら
や
し
て
専
ら
木

開
側
の
活
動
が
政
治
的
従
属
の
存
ず
る
地
に
封
し
て
行
は
れ
る
か
、
然
ら
ざ
る
地
に
劃
し
て
行
は
れ
る
か
に
よ
り
夫
々

及
び
宅
島
市
α
と
直
別
し
て
呼
ぴ
混
同
す
る
鹿
が
‘
な
か
っ
た
引
勿
論
二
地
域
の
問
に
一
旦
舶
民
闘
係
が
成
立
し
た
以
上
、
そ
と
に

は一
W
に
政
治
的
の
み
な
ら
や
必
や
や
経
済
的
、
文
化
的
、
批
合
的
の
特
殊
附
係
が
費
生
し
て
居
る
で
あ
ら
う
ι
そ
し
て
そ
の
内
最

も
迎
常
凡
ら
る
h

は
移
住
現
象
で
、
寧
ろ
之
が
先
行
し
て
撚
る
後
に
政
治
権
力
の
延
長
を
見
た
場
合
が
少
く
た
か
っ
た
が
、
然
し

]同]{巾一豆一日]判巾
α
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E
R
E
-円
Z
u
g
-
S
E
w
s
-
s
u
J
植
民
の
一
聯
の
現
象
に
等
し
く
移
住
現
象
の
見
ら
る
L
が
通
例
と
は
一
五
へ
、
例
へ
ば
ギ
リ
シ
ャ
の
不

在
制

E
S
S
E伊
や
ロ

l
マ
の
目

z-号
g
-
s
rロ
や
現
代
の
放
資
植
民
地
さ
て
は
主
権
植
民
地
(
例
へ
ば
帥
領
サ
ハ
ラ
)
の
如
き

は
何
等
本
園
人
の
来
性
、
定
着
を
要
せ
や
し
て
唯
統
治
椛
の
延
長
の
み
を
以
て
充
分
植
民
地
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
斯
る
車
な
る
移

住
活
動
そ
の
他
所
謂
海
外
活
動
を
目
し
て
聞
い
て
植
民
活
動
と
呼
ぶ
必
要
も
叉
仮
令
斯
く
棉
ふ
る
も
そ
れ
は
語
法
上
か
ら
陪
は
し
く

、
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
故
に
一
般
に
植
民
は
、
木
岡
及
び
植
民
地
な
る
こ
地
域
間
に
政
治
的
支
配
閥
係
を
通
じ
て
護
現
す
る
諸
閥

係
を
以
て
そ
の
内
容
と
す
る
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。

植
民
概
念
の
此
の
決
定
は
無
人
の
品
、

]
臥
丘
町
旦
仲
介
吉
田
氏
出

S
F》
出
の
闘
係
を
問
題
と
し
て
取
上
げ
ん
と
す
る
時
、
如
上
の
地
的
乃
五
自
然
的
耐
に
の
み
着
目
し
て
梢
民
に

無
人
の
砂
漠
も
能
く
植
民
地
た
る
の
貫
情
に
則
し
得
る
も
、

教
に
航
民
と
そ
れ
の
医
否

於
け
る
人
的
副
即
ち
植
民
地
の
上
に
支
へ
ら
る
L
吐
舎
を
忘
れ
る
友
ら
ば
本
問
題
は
問
題
と
し
て
成
立
し
・
な
い
で
る
ら
う
の
荒
し
行

震
の
償
値
の
問
題
は
人
に
謝
し
て
始
め
て
成
立
す
る
が
故
に
。
無
人
の
島
、
無
人
の
砂
漠
の
政
治
的
支
配
換
言
す
れ
ば
新
た
な
る
領

有
即
ち
植
民
は
正
否
問
題
の
封
象
た
り
得
な
い
で
あ
ら
う
。
叉
経
済
的
帝
岡
主
義
論
に
見
る
如
き
植
民
現
象
に
制
す
る
閃
巣
必
然
論

的
立
場
ル
至
惜
系
に
於
て
は
、
回
よ
り
正
否
問
題
は
と
り
上
げ
る
慮
で
は
な
い
。

さ
て
植
民
は
植
民
地
に
劃
す
る
本
闘
の
政
治
支
配
で
あ
る
。
是
等
隔
地
域
の
各
々
の
上
に
支
ふ
る
批
舎
は
、
民
族
、
言
語
、
体
統

信
仰
等
を
具
に
す
る
か
(
放
資
植
民
地
の
大
部
分
)
或
は
異
に
せ
ざ
る
庭
の
(
移
住
植
民
地
の
多
く
〕
、
然
し
何
れ
に
し
て
も
本
来
互

に
淵
自
の
枇
舎
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
澗
自
の
祉
舎
な
る
以
上
、
一
枇
舎
が
他
枇
A
W
の
利
便
乃
一
全
棋
力
の
前
に
そ
の
獅
自
性
を

放
棄
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
現
山
は
な
い
。
従
て
人
は
他
枇
舎
の
強
制
支
配
な
る
そ
れ
自
時
受
常
し
難
い
槻
貼
を
温
求
し
て
は
プ
ラ
ト
ン
や

=
l
チ
エ
の
如
く
優
れ
た
る
階
級
乃
至
は
佃
性
の
楳
利
を
承
認
す
る
か
、
或
は
ゴ
ピ
ノ
ー
に
代
掛
川
さ
る
L

白
人
の
優
越
支
配
権
在
容

杭

民

と
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申立

文

一
一一一

イヒ

民

と

認
す
る
か
、
然
ら
や
ん
ば
、
ス
ベ
ン
サ
ー
の
如
く
、
自
然
掬
汰
を
以
て
恵
探
き
法
則
、
な
り
と
是
認
す
る
に
非
ゃ
ん
ば
、
柿
民
す
る
事

の
一
安
営
な
る
根
蟻
は
求
め
難
い
で
あ
ら
う
。
よ
っ
て
偏
見
た
き
見
地
に
立
つ
限
り
、
是
は
必
や
や
支
配
、
被
支
配
を
止
揚
せ
る
一
段

上
級
の
立
場
に
求
め
ざ
る
を
得
-
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。
ジ
l
ド
の
一
五
ふ
公
従
乃
至
は
人
類
に
割
す
る
効
用
、
或
は
ア
ン
ヘ
リ
ノ
の
云

註
l

ふ
よ
り
高
き
秩
序
た
る
と
の
文
化
一
般
な
る
立
場
と
そ
正
に
そ
れ
で
あ
ら
う
。

さ
れ
ば
植
民
概
念
乞
明
か
に
政
治
支
配
に
求
め
乍
ら
一
見
不
安
の
如
き
文
化
に
鷲
ら
す
植
民
の
効
果
に
注
意
が
掛
は
れ
る
事
に
な

る
。
ラ
ン
チ
は
「
植
民
地
と
は
本
来
の
闘
土
外
の
領
土
に
し
て
、
統
治
は
本
閣
に
於
け
る
と
具
る
も
、
併
も
山
内
本
闘
に
従
属
た
る
も

仇
」
と
し
乍
ら
も
「
植
民
と
は
高
級
文
化
が
低
級
文
化
に
影
響
を
及
ぼ
す
努
力
、
若
し
く
は
文
明
生
活
の
創
生
で
あ
る
。
永
久
的
移

住
と
雄
も
低
き
文
明
の
誌
が
高
き
文
明
の
閤
ほ
ん
の
居
住
地
内
に
是
を
な
す
時
は
疋
し
く
は
植
民
と
云
ひ
得
友
川
」
と
し
、
ツ
ヱ
プ
フ

ル
は
「
植
民
地
と
は
一
闘
が
そ
白
世
界
経
一
倒
的
及
世
界
政
策
的
目
的
撞
成
の
沼
に
岡
外
に
有
す
る
行
政
地
域
で
あ
る
」
と
し
乍
ら
「
と

の
行
政
概
念
の
中
に
岡
民
経
情
的
・
文
化
的
等
の
意
義
を
認
め
る
の
み
な
ら
や
、
植
民
閤
民
の
年
代
古
く
文
化
優
れ
る
事
も
承
認

い
」
更
に
「
世
界
政
策
と
は
菅
に
権
力
の
護
展
の
み
か
、
間
民
性
即
ち
間
有
の
文
化
、
慣
習
の
扶
植
、
揖
大
を
意
味
す
弘
'
一
と
す
る
。

期
る
考
へ
方
は
惹
い
て
は
植
民
を
以
て
第
一
義
的
に
高
級
文
化
の
普
及
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
鷲
ら
す
。
チ
ン
メ
ル
ヤ
ン
は
「
今

日
植
民
と
は
菅
に
人
の
移
住
を
指
す
の
み
た
ら
や
、
新
た
に
獲
得
せ
る
低
文
化
段
階
の
地
域
を
開
護
粧
替
す
る
を
一
区
ふ
」
と
し
、
ジ
ロ

ー
ル
は
「
植
民
と
は
国
民
の
多
数
が
他
閣
に
定
住
せ
ん
が
錆
に
白
岡
を
去
る
事
の
み
友
以
て
足
ら
や
、
文
明
閤
よ
り
殻
せ
る
移
民
に

し
て
無
人
の
海
岸
若
し
く
は
鐙
人
少
く
な
く
と
も
舟
同
人
の
占
操
せ
る
土
地
に
し
て
是
等
人
民
の
澗
力
を
以
て
自
ら
能
く
文
明
に
赴

き
得
ざ
る
地
に
至
る
場
合
を
想
像
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
ル
ロ
ア
・
ボ
リ
ユ
l
は
「
未
完
成
に
し
て
形
成
途
上
に
あ
る
枇
舎
と

是
に
鈎
し
て
絶
え
歩
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゐ
る
既
に
成
育
完
成
せ
る
枇
舎
と
の
聞
に
は
相
互
扶
助
闘
係
及
び
一
貫
し
て
不
避
の
親
和
関

係
、
一
言
に
し
て
一
五
へ
ば
相
互
依
存
闘
係
が
あ
る
が
、
是
と
そ
疋
に
植
民
と
稿
ぜ
ら
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
移
民
は
凡
ゆ
る
時
代
の

枇
合
に
見
る
本
能
的
事
震
で

b
る
が
、
植
民
と
は
諸
規
則
に
従
ふ
反
省
的
事
買
に
し
て
甚
だ
進
歩
せ
る
枇
舎
に
し
て
始
め
て
可
能
で

11) 12) Reinsch. iha. P. 14ー16
13) Zoepfl. a. a. O. S. !1i'lO. 
14) 15) Zoepfl， a a. O. S. fJ31 
16) Zimmel'mann，. a. a. O. S. 1. 
17) Girault， Pl'incipes de Colonisation et de Legisbtiotl coloniale， 4. edi..T. r. P.5f6 



あ
り
、
能
く
植
民
者
た
り
得
る
も
の
は
樹
り
文
明
人
に
限
H
U
I
r
と
し
、
シ
ェ
フ
レ

l
は
「
植
民
と
は
低
文
化
闘
の
岡
氏
の
、
高
文

化
閣
の
一
部
園
民
の
移
住
に
伴
ふ
輸
入
文
化
に
よ
る
護
連
を
一
五
ふ
」
と
し
、

是
等
と
は
又
多
少
具
る
方
面
か
ち
、

「
植
民
主
は
多
少
奮
き
閣
民
の
、
多
少
若
き
土
地
を
領
有
す
る
事
及
び
間
決
の
一
部
の
全
部
よ
り
分
離
す
る
事
と
し
又
セ
イ
は
「
植

民
と
は
母
悶
と
栴
す
る
よ
り
奮
闘
の
岡
氏
の
遠
隔
地
に
な
す
定
着
地
を
云

μ
」
と
云
ふ
。

若
し
H
E
等
定
義
が
只
そ
の
表
現
の
憧
に
解
せ
ら
れ
る
・
な
ら
ば
、
一
般
に
、
或
は
異
種
系
統
の
文
化
に
は
高
低
左
断
十
可
き
標
準
な

し
と
か
、
或
は
岡
山
永
の
新
奮
は
何
を
以
て
し
て
定
め
る
か
そ
の
尺
度
な
し
、
と
て
是
を
安
首
に
斥
け
得
る
が
、
仮
り
に
常
識
に
従
て

文
化
の
高
低
、
閣
に
老
幼
を
認
む
る
も
向
、
ロ
ー
マ
が
ギ
リ
シ
ャ
を
植
民
地
と
し
て
領
有
し
乍
ら
文
化
的
に
は
ギ
リ
シ
ャ
化
さ
れ
、

建
闘
若
き
イ
ギ
リ
ス
が
、
奮
き
印
度
、
捜
及
を
領
有
す
る
矛
盾
す
る
事
買
に
常
闇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
て
我
々
は
そ
の
内
意
を
探

ロ
ツ
、
レ
ヱ
ル
は

っ
て
口
一
ん
等
表
現
の
民
意
の
寧
ろ
植
民
活
動
の
受
賞
化
に
存
す
る
を
倍
ら
ね
ば
な
ら
友
い
。

拾
に
植
民
闘
係
が
成
立
し
、
地
表
に
於
て
夫
々
同
有
の
地
域
を
市
む
る
本
関
及
び
植
民
地
が
、
政
治
的
に
結
合
す
る
結
果
、
既
迷

の
如
く
必
す
や
そ
と
に
は
習
に
政
治
的
の
み
な
ら
や
y
、
経
掛
的
、
枇
合
的
、
文
化
的
の
特
殊
闘
係
を
生
ぜ
守
し
て
は
沿
か
友
い
で
あ

ら
う
。
斯
く
し
て
植
民
に
よ
り
先
づ
、

uv新
ら
し
き
居
住
の
場
所
が
聞
か
れ
て
人
類
護
展
の
場
が
提
供
さ
れ
、
，
次
い
で
、
伸
夫
々
固

有
の
自
然
及
び
枇
合
保
件
に
基
く
特
産
乃
至
特
産
な
ら
や
と
も
向
亮
一
優
越
的
に
生
産
さ
る
L
貨
物
が
相
互
に
提
供
さ
れ
て
〕
抑
々
人

類
の
生
活
に
は
物
資
を
昧
き
得
十
、
幽
且
か
友
る
物
資
そ
れ
自
開
は
必
や
や
人
類
の
幸
一
耐
を
鷲
ら
す
可
き
佐
官
の
も
の
な
る
が
故
に
〉
人

類
の
幸
一
隅
が
約
束
さ
れ
、
同
勢
働
及
び
資
本
は
有
効
利
用
の
場
を
護
見
し
、
闘
技
術
の
停
播
が
起
っ
て
人
は
不
快
、
苦
痛
の
附
労
働
よ

り
量
れ
乍
ら
も
よ
り
よ
く
自
然
を
利
用
し
得
、
回
一
不
合
理
な
る
因
習
は
開
明
の
光
に
浴
す
る
事
と
な
る
で
あ
ら
う
。
斯

C
て
蝦
令
、

現
賓
の
杭
民
が
佐
々
土
着
民
の
上
に
は
そ
の
枇
合
的
、
経
消
的
生
活
の
混
凱
を
鷲
ら
し
て
そ
の
生
存
を
危
か
ら
し
め
、
甚
だ
し
き
は

銃
器
1

火
問
、
疾
病
等
を
輸
入
し
て
直
接
生
命
を
脅
か
し
、
又
本
岡
民
の
上
に
は
屡
々
、
例
へ
ば
奴
隷
制
度
に
見
る
が
如
く
に
、
好

ん
で
土
着
民
の
生
命
、
財
産
を
良
耐
す
る
が
如
き
正
賞
な
る
権
利
の
概
念
の
喪
失
を
鷲
ら
す
等
、
管
に
濁
り
営
事
せ
る
雨
枇
舎
の
夫

植

一一
一一一ーー

文

イl二

民

と

Lel'・oy-Beaulieu de la Colonisation chez le日peuplesmoderns， ]. edi. Introduction. 
Schaffle， De1l1Sche Kern und Zeitfragen， 1894. S. 188. 
Rosch色rund Jannsch， Kolonien， Kolonialpolitik und auswanderllng. 1885. S. 1. 
Say， Tl'aite deconomie politique， Kap.2 8. (Zimmel'ffiann， Kolonialpolitik. S.1.) 
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民

と

イヒ

マ

イ

ナ

ス

マ

イ

ナ

ス

々
の
負
と
認
む
可
き
の
み
な
ら
や
康
く
文
化
一
般
か
ら
翻
て
も
正
に
負
と
認
む
可
き
事
を
ま
性
ま
う
と
も
、
我
々
は
敢
て
ジ
ロ

1
ル
の

ヲ

ス

マ

イ

十

ス

告

叫

2

如
き
生
や
る
正
と
生
や
る
負
を
比
べ
て
前
者
の
よ
り
犬
、
な
る
を
一
疋
ふ
比
較
法
を
特
つ
起
も
な
く
、
航
民
の
本
来
持
つ
是
等
五
項
に
着

目
す
る
限
り
は
疑
な
く
常
に
杭
尺
の
人
類
文
化
一
般
に
釘
す
る
有
興
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

l

l斯
る
立
場
よ
り
す
る
相
民
の
慣

値
許
債
は
之
を
植
民
の
債
値
評
債
の
一
般
的
立
場
と
名
付
け
得
る
で
あ
ら
う
。
ー
l
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
郎
、
制
的
政
治
支
ー
配
な
る
和

民
の
本
質
を
強
度
に
遂
行
せ
る
重
商
主
義
的
植
民
政
策
を
攻
撃
し
乍
ら
も
尚
も
「
文
明
闘
の
移
杭
植
民
地
は
、
移
住
者
に
伴
っ
て
、
農

業
そ
の
他
有
用
な
る
智
識
、
服
従
の
習
慣
、
本
因
の
政
治
の
或
る
概
念
、
斯
る
政
治
を
支
持
す
る
法
規
の
制
度
、
ー
パ
ぴ
斡
心
然
た
る
司

法
行
政
の
或
る
概
念
の
移
入
を
受
け
、
又
移
住
者
が
澗
力
で
耕
し
得
る
以
上
の
土
地
を
得
る
が
筒
、
此
庇
で
は
労
働
需
要
の
増
加
従

て
賃
銀
の
品
騰
が
起
り
、
是
は
惹
い
て
は
人
口
増
加
の
勢
を
助
成
し
て
、
必
や
や
と
の
地
は
念
速
に
皆
川
聞
に
赴
く
」
と
し
、
特
に
常

時
の
大
問
題
、
な
る
英
領
植
民
地
ア
メ
リ
カ
の
買
例
に
就
き
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
一
闘
と
し
て
見
た
場
合
、
新
ら
し
き
便
利
、
有
用
、
娯
楽
、

或
は
装
飾
用
の
各
種
財
貨
の
供
給
さ
れ
る
率
、
及
び
一
官
に
ア
メ
リ
カ
と
直
接
通
商
あ
る
闘
の
み
友
ら
や
何
等
ア
メ
リ
カ
の
産
物
を
輸

入
せ
ざ
る
諸
閣
も
そ
の
飴
剰
生
産
物
に
劃
す
る
よ
り
置
き
市
場
を
得
る
事
、
並
に
生
産
増
加
の
促
進
さ
れ
る
事
友
ど
を
そ
の
一
般
的

利
径
と
し
て
敢
へ
待
出
」
と
し
て
ア
メ
リ
カ
植
民
の
利
長
を
是
認
し
、
叉
ミ
ル
が
「
植
民
の
利
谷
は
是
と
只
一
一
附
と
の
闘
係
よ
り
考

へ
や
に
是
と
会
人
類
の
粧
梢
的
利
袋
と
の
闘
係
か
ら
考
ふ
可
き
で
あ
る
。
植
民
問
題
は
過
剰
削
労
働
市
場
佐
救
ひ
、
不
足
の
市
場
を
糊

す
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
更
に
叉
世
界
資
源
を
最
も
有
効
に
用
ふ
る
問
題
で
も
る
る
。
生
産
費
低
き
地
方
で
生
産
す
る
の
利
は
安

川
崎

債
な
る
い
臨
よ
り
輸
入
す
と
同
じ
く
有
利
で
あ
る
」
と
す
る
は
正
に
此
の
見
地
に
立
つ
も
の
で
あ
ら
う
。

文
化
に
封
す
る
植
民
の
寄
阻
(
を
認
め
る
斯
る
見
地
か
ら
は
常
然
に
、
盟
か
・
な
る
自
然
保
件
を
擁
す
る
一
杭
舎
が
何
等
間
諜
能
力
を
有

せ
ざ
る
に
も
不
拘
、
只
偶
々
そ
の
地
域
を
市
操
す
る
故
の
み
を
以
て
そ
と
白
ハ
持
働
の
所
産
友
ら
ざ
る
)
天
賦
の
官
を
酪
断
、
死
蔵

小』

υ仰
と
固
執
す
る
事
が
安
常
に
否
定
さ
れ
、
間
諜
能
力
あ
る
も
の
L
如
上
の
死
蹴
資
源
の
問
裂
に
乗
出
す
事
が
安
営
に
肯
定
さ
れ
て

註
B

来
る
。
斯
く
て
受
動
的
に
植
民
さ
る
L

の
義
務
と
、
能
動
的
に
植
民
す
る
の
融
利
と
が
安
官
に
導
き
附
さ
れ
る
。
自
ら
利
刑
問
殻
し

A. Smith， Wealth of Natiol1S， Cannan's， 2nd. edi. Vol.，U. P. 66{7. 
A. Smith. ibid. Vol. n. P. !Jl--¥ia. 
J. S. Mill. Pl'illeiples of PけliticalE巴onomy.(Ashley's edi. P.!J70) 
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能
は
ざ
る
地
域
の
い
消
有
に
封
す
る
自
畿
的
疑
惑
と
、
人
類
一
附
枇
に
釘
す
る
自
己
の
使
命
の
白
魔
の
上
に
論
操
の
一
品
T

を
沿
け
る
最
近

の
植
民
地
再
分
割
論
は
上
の
事
を
明
か

κす
る
で
あ
ら
う
。

、
、
，
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
植
品
。
樺
利
た
る
や
そ
の
蘭
ら
す
結
果
の
放
に
容
認
せ
ら
れ
る
も
の
な
る
が
故
に
、
本
国
は
営
然
に
既
に
領
有
せ
る
植
民
地

の
そ

ω
自
然
資
源
に
就
て
は
そ
れ
の
附
説
、
そ
の
上
の
土
清
一
舵
舎
に
就
て
は
そ
れ
は
保
護
助
成
な
る
義
務
を
負
ふ
。
と
の
後
者
と
そ

植
民
に
就
て
古
く
か
ら
一
五
は
れ
た
父
躍
的
義
務
友
る
も
の
で
あ
っ
て
、
シ

l
レ
ー
が
「
ム
ガ
ー
ル
帝
樺
淡
落
の
儒
生
じ
た
無
政
府
朕

態
に
闘
血
(
せ
守
し
て
只
自
領
を
街
る
に
止
ま
っ
て
ゐ
る
事
の
出
来
た
に
も
不
拘
、
駐
印
英
総
督
は
斯
る
方
針
を
正
賞
、
な
ら
や
し
て
寧

ろ
残
酷
で
る
る
と
忠
ふ
た
。
此
る
際
領
土
を
鎖
め
て
良
政
を
輿
へ
る
よ
ら
ば
領
土
蹟
張
は
義
務
の
色
を
帯
び
て
来
る
で
あ
ら
う
。
印

度
帝
岡
建
設
の
動
機
が
征
服
、
な
る
野
心
若
し
く
は
官
官
題
を
絡
止
せ
し
め
ん
と
す
る
博
愛
的
希
望
の
そ
の
執
れ
に
基
く
止
し
て
も
我
々

は
大
な
る
義
務
を
負
捲
し
た
の
で
あ
る
α

我
々
は
現
在
は
必
要
と
義
務
と
に
よ
っ
て
毎
々
新
に
結
合
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
、
ル
丸ハυ

l
イ
ス
が
「
属
領
民
が
自
ら
淵
立
枇
A
W
を
成
す
に
足
る
能
力
を
有
す
る
に
非
ん
ば
、
本
間
の
軽
々
に
そ
の
支
配
を
弛
概
し
て
是
を
属

J

)

J
u
r
l
v
 

領
に
拠
ふ
可
か
ら
ざ
る
は
一
ち
は
や
ノ
し
て
明
で
る
る
。
仮
令
属
領
ゆ
領
有
が
そ
れ
自
髄
何
等
の
利
益
+
乞
も
約
束
し
た
い
と
し
て
も
、
頼
山
内
町
n
のh
M

な
き
属
領
を
突
き
離
さ
ぬ
と
と
は
本
閣
の
道
徳
的
義
務
で
あ
ら
う
よ
と
い
ふ
は
と
の
意
で
あ
る
。
併
し
て
と
の
父
様
的
精
一
仰
を
最
も

E
香
d
諜
n
刊
叩

聞
の
伊
肘
山

X
 
E

P

 

ρ
u
l
ぃ

h
ほ
T
-肱

V

U

Q
町

巴
・
1

J
U
市
川

悦

h

よ
く
停
ふ
る
も
の
は
蓋
し
植
民
政
策
に
於
け
る
同
化
主
義
に
し
て
、
赴
は
人
類
の
理
性
の
共
通
性
を
確
信
し
、
最
も
高
級
に
し
て
合

理
的
な
り
と
自
認
す
る
白
岡
文
化
に
、
低
級
に
し
て
非
合
迎
的
と
宥
倣
す
土
着
文
化
を
同
化
せ
し
め
る
は
営
然
可
能
に
し
て
併
も
土

着
民
に
到
す
る
胤
患
で
る
り
。
又
自
己
の
安
営
に
有
し
得
る
他
利
な
る
の
み
な
ら
や
営
然
果
す
可
き
義
務
で
あ
る
と
す
る
。

斯
の
如
く
に
し
て
と
の
父
棋
的
な
る
も
の
が
首
然
川
市
す
可
き
責
務
に
ま
で
護
民
す
れ
ば
ス
と
の
事
は
測
っ
て
航
民
の
勤
凶
ま
で
乞

決
す
る
事
と
な
り
、
敢
に
本
岡
枇
ム
山
口
の
上
に
必
十
や
柿
民
活
動
を
以
て
己
が
使
命
で
る
る
と
す
る
自
負
の
念
を
興
へ
や
し
て
は
長
か

な
い
で
あ
ら
う
。
我
々
は
夫
々
の
波
踊
に
従
て
そ
の
白
負
的
使
命
感
の
操
て
来
る
所
に
明
に
、
同
民
族
若
し
く
は
岡
民
白
神
話
、
体

統
の
隊
司
示
、
向
信
奉
す
る
宗
教
の
内
在
命
令
、
川
引
先
進
閥
、
強
大
岡
の
天
興
の
義
務
、
仙
一
般
に
人
た
る
も
の
L
天
賦
の
課
題
の
別

布古
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文
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高立

文

イじ

民

一一一六

と

あ
る
を
知
る
。
斯
く
て
、
阿
古
代
ユ
ダ
ヤ
人
は
自
ら
エ
ホ
パ
の
選
民
な
る
を
ん
立
言
し
て
他
極
放
の
隷
属
右
要
求
し
、
ロ
ー
マ
人
は
ヴ

ア
1
ジ
ル
の
「
ロ

l

マ
人
よ
、
強
き
手
も
て
他
岡
氏
を
支
配
す
る
は
汝
滞
の
使
命
友
る
を
記
憶
せ
よ
、
到
る
虚
に
平
和
を
樹
立
し
、

弱
き
者
に
慈
悲
深
く
、
倣
れ
る
も
の
を
亡
す
は
汝
等
が
運
命
た
ら
ん
事
む
」
の
句
を
奉
じ
、
英
人
は
天
使
の
腕
一
服
す
る
海
洋
支
配
の
軍

国
の
使
命
財
早
川
1
5
L
P
を
誠
ひ
乍
ら
今
且
の
英
人
自
ら
も
亦
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
後
育
に
し
て
、
常
然
地
上
の
他
悶
民
を
支
配
す

詮
5

る
使
命
を
有
っ
と
し
、
西
風
キ
リ
ス
ト
教
閏
の
信
仰
の
体
導
を
目
的
の
一
牛
に
掲
げ
て
近
世
初
閣
の
護
見
杭
民
事
業
が
皆
、
ま
わ
川
、
例

へ
ば
西
方
フ
ラ
ン
ス
合
祉
、
ヴ
ア

1
ジ
エ
ヤ
命
日
枇
等
の
特
許
欣
は
キ
リ
ス
ト
教
の
体
導
、
邪
教
の
排
斥
を
以
て
そ
の
義
務
と
宜
し
、

ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
英
領
植
対
地
の
最
初
の
建
設
者
友
る
ギ
ル
パ

1
ト
も
「
海
外
鷲
見
を
な
さ
し
む
る
第
一
の
意
闘
は
キ
リ
ス
ト
教

の
停
導
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
同
」
と
し
、
川
山
岡
際
聯
盟
規
約
第
二
十
二
保

l
ー
今
次
の
戦
争
の
結
果
従
前
支
配
し
た
る
閣
の
統
治
乞

離
れ
た
る
他
民
地
及
び
領
土
に
し
て
近
代
世
界
の
激
晶
一
な
る
生
存
競
争
欣
態
の
下
に
未
だ
潤
立
し
得
ざ
る
人
民
の
居
住
す
る
も
の
に

釘
し
て
は
、
該
人
民
の
踊
一
枇
及
び
殻
謹
を
計
る
は
文
明
の
一
川
聖
な
る
使
命
放
る
事
:
:
:
此
の
主
義
を
貰
現
す
る
最
善
の
方
法
は
一
該
人

民
に
封
す
る
後
見
の
任
務
を
先
進
闘
に
し
て
資
源
、
経
験
又
は
地
瑚
的
位
置
に
囚
り
最
も
此
の
責
住
を
引
受
く
る
に
誼
し
、
日
日
記
を
受

諾
す
る
も
の
に
委
任
し
、
是
註
し
て
聯
県
に
代
り
受
住
閣
と
し
て
右
後
見
の
任
務
な
行
は
し
む
る
に
・
あ
り
1
1
1
に
則
っ
て
委
任
統
治

制
度
が
生
れ
、
恰
も
日
正
に
劃
す
る
が
如
く
、
猟
逸
植
民
大
臣
グ
ル
プ
は
九
職
末
期
前
後
「
植
民
に
協
力
す
る
は
凡
ゆ
る
文
化
的
諸
問
民

の
特
権
で
あ
り
且
又
義
酷
で
あ
る
。
而
し
て
一
世
人
制
逸
人
は
主
要
な
る
文
化
的
一
岡
氏
で
あ
る
。
然
る
が
故
に
吾
人
は
相
官
な
る
植

民
閣
と
た
り
、
以
て
右
の
如
き
諸
の
義
務
に
制
し
て
充
分
。
力
を
致
さ
ん
と
と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
み
己
と
し
、
近
時
の
滴
遁
の

醤
植
民
地
回
収
論
に
劃
し
、
英
閣
の
代
議
士
マ
ン
ダ
l
兵
は
「
吾
々
が
後
見
の
義
務
乞
有
す
る
植
民
地
の
人
民
を
、
非
人
道
的
方
法

で
呉
氏
族
を
遇
す
る
ナ
チ
ス
政
府
に
譲
渡
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
強
張
し
、
向
ア
ン
ヘ
リ
ノ
は
「
植
民
は
最
早
や
白
人
の
重
荷
に
非
や

し
て
世
界
千
和
・
協
同
・
進
歩
に
封
す
る
責
任
共
同
感
に
基
く
一
般
人
聞
の
任
務
で
あ
る
」
と
主
張
す
お
。

一
度
値
民
活
動
が
使
命
な
り
と
さ
れ
る
と
今
度
は
使
命
感
の
本
来
撮
っ
て
生
じ
て
来
た
父
駆
的
精
一
川
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
結
果
を
産

帝図主義の経済Pavlovitch. The Foundations of Imperia1ist Policy C上旬氏謬
的解隷 34頁ヲ
Egerton， Origin a日dGrowth of the British DominiOl1s， 1930， P. 24. 
Reinsch， ibid. P. :18/9 
801f， Colonial PoHcies， 1919 (長田氏課
外務省情報部図際事情 501頁〉

81頁〉将来の植民政策
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む
も
、
向
使
命
に
内
示
さ
れ
て
ゐ
る
が
故
に
植
民
即
ち
他
地
域
枇
舎
の
政
治
支
配
が
受
賞
で
る
る
と
考
へ
ら
れ
て
如
水
る
に
主
る
。
さ

れ
ば
植
民
使
命
論
の
棋
操
を
、
同
国
十
句
の
榊
話
、
体
統
に
求
め
た
も
の
は
具
る
祖
先
榊
、
異
な
る
停
統
を
有
す
る
別
個
の
民
族
を
抱

括
す
る
事
と
な
る
時
は
、
依
然
と
し
て
そ
の
立
場
を
貰
か
ん
が
痛
に
そ
れ
の
蹟
張
解
鰐
の
努
力
を
梯
ら
ひ
、
伽
信
奉
す
る
宗
教
に
求

め
た
も
の
は
、
一
隅
一
昔
停
導
は
キ
リ
ス
ト
教
、
回
数
の
仁
慈
深
き
内
在
使
命
・
な
る
が
故
に
、
容
赦
な
く
土
着
信
仰
を
践
し
、
体
導
に
裏

付
け
ら
れ
て
異
教
の
地
の
上
に
征
服
、
掠
奪
を
塙
一
ま

L
K
し
、
伸
文
化
w

権
力
の
優
越
に
求
め
た
も
の
は
、
近
代
文
化
職
入
の
菅

に
土
農
民
の
枇
舎
生
前
の
み
な
ら
4
1
、
内
問
ま
で
も
傷
ふ
筈
を
産
む
も
向
、
同
化
主
義
的
殖
民
政
策
を
遂
行
し
、
州
唯
人
間
一
般
の

住
務
に
求
め
た
る
も
の
L

み
は
飽
起
も
父
植
的
危
る
本
来
の
立
場
を
貰
き
得
て
文
化
の
綜
色
、
な
る
結
果
に
到
る
。

加

さ
て
本
閣
が
植
民
地
を
政
治
支
配
す
る
と
一
五
ふ
舶
民
閥
係
は
、
必
十
や
本
閣
の
上
に
は
例
へ
ば
ル

1
イ
ス
の
上
ぐ
る
が
如
き
財
政

プ

ラ

ス

マ

イ

ナ

ス

的
援
助
等
の
正
と
、
本
開
係
成
立
維
持
の
震
の
支
出
の
如
き
負
を
粛
ら
す
で
あ
ら
う
が
、
容
易
に
想
像
し
得
る
が
如
く
に
此
の
本
国

側
の
得
る
庭
の
も
の
は
屡
々
植
民
地
側
の
失
ふ
庖
の
も
の
L
中
に
存
す
る
に
よ
り
、
植
民
関
係
の
植
民
地
に
賀
ら
す
結
果
は
上
と
は

別
に
植
民
地
猫
自
の
立
場
か
ら
評
憤
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
期
く
て
同
じ
く
ル

l
イ
ス
は
植
民
地
領
有
の
本
岡
に
鷲
ら
す
利
、
不
利

マ
イ
ナ
ス

に
劉
醸
し
て
、
従
属
の
植
民
地
に
賢
ら
す
例
へ
ば
言
話
、
宗
教
、
法
律
の
強
制
ー
輸
入
等
の
負
を
上
げ
、
之
と
同
時
に
取
得
し
得
可
き

プ
ラ
ス

軍
事
的
、
財
政
的
保
護
等
の
正
を
数
へ
上
げ
る
。
斯
る
本
岡
及
び
杭
民
地
の
雨
宮
市
帯
枇
舎
の
各
々
調
自
の
立
場
よ
り
す
る
植
民
の
償

値
評
慣
は
師
越
の
植
民
の
慣
値
評
債
の
一
般
的
な
場
に
劉
躍
し
て
、
そ
の
特
殊
的
宣
場
を
稿
へ
ら
る
可
き
で
あ
ら
う
。
期
て
我
々
の

植
民
の
債
値
評
慣
に
明
か
に
共
の
二
閥
系
の
別
あ
る
を
知
る
。

A 

一
般
的
立
場

特
殊
的
立
場
〈
M

本
岡
側
よ
り
翻
た
る

植
民
地
側
よ
り
槻
た
る

B 

植

文

イ七

七

民

と

Angplino， Colonial Policy， t1'. Iiy Renie1'. 1!l31. Vo]. 1. p. 53(5. 
V日1.Michels， Pat1'iotismus， ] 929. S. 22. 
Angelino， ibid，γ。1.I. P. 165. 
Lewis， ibid chap. 6， 8. 
Lewis， ibid. Chap. 9， 7 
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h在

三
二
八

文

民

イ七

と

マ
イ
ナ
ス

4

0

上
述
の
如
く
植
民
に
首
っ
て
本
闘
は
必
や
や
種
々
の
負
を
負
ふ
に
反
し
、
植
民
地
友
き
闘
も
能
く
他
闘
の
植
民
事
業
の
利
に
均
需

し
得
る
が
故
に
、
本
岡
自
は
寧
ろ
他
聞
の
航
民
地
創
設
の
費
用
を
負
は
し
め
乍
ら
有
利
に
之
を
便
乗
す
る
に
若
か
ざ
る
が
上
に
、
一

般
に
植
民
地
に
そ
の
本
岡
よ
り
山
県
へ
ら
る
L
航
同
町
初
の
多
大
の
施
設
の
思
惑
に
よ
っ
て
所
謂
熟
せ
る
暁
に
は
則
ち
之
よ
り
落
る
傾

向
の
内
在
す
る
は
略
々
不
可
避
と
宥
倣
し
得
る
に
よ
り
、
放
に
柏
叫
ん
が
本
岡
側
よ
り
積
極
的
に
執
行
さ
れ
る
意
識
的
、
撰
樺
的
現
象

プ
ヲ
ス

な
る
市
滑
に
想
ひ
詰
る
な
ら
ば
、
本
国
側
に
し
て
橡
め
自
己
硝
白
川
弘
の
立
場
よ
り
す
る
植
民
の
評
債
な
正
と
打
算
せ
ざ
る
限
り
植
民

叫一位

6

事
業
に
染
手
し
・
な
い
で
あ
ら
う
事
は
大
戦
後
の
ア
ル
メ
エ
ヤ
問
題
の
著
例
を
待
!
っ
迄
も
た
く
容
易
に
推
定
し
得
る
で
あ
ら
う
。
故
に

若
じ
或
は
植
民
が
航
民
地
の
上
に
利
ハ
倫
を
鷲
ら
す
が
故
K
と
云
ふ
勘
の
立
場
か
ら
、
或
は
植
民
が
文
化
一
般
に
寄
興
す
る
が
故
に
能

力
あ
る
も
の
は
則
ち
植
民
す
可
き
使
命
あ
り
と
云
ふ
A
の
立
場
か
ら
直
ち
に
本
岡
を
し
て
植
民
政
策
を
執
行
せ
し
め
ん
と
懲
憩
す
る

は
、
酬
臨
系
混
同
の
重
大
過
誤
を
犯
す
事
に
な
る
。
然
し
我
々
は
現
買
の
植
民
政
策
の
常
に
客
観
性
を
要
求
さ
れ
る
虚
に
そ
の
基
準
た

る
臥
の
衣
場
の
叉
常
に
A
及

び

勘

の

ま

場

と

不

可

離

の

聞

係

を

有

つ

を

見

る

。

ー

一

五

・

十

・

ニ

l
i
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E
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註

1
c
'
C位
。
?
勺
口
一

Ed--
同

8
5
5
u
J
弓
-

D
門

臼

L
P
丘
町
吋
・

2
1
2・
粧
民
は
移
氏
と
兵
り
政
治
的
現
象
で
あ
る
。
佐
服
に
よ
る
植
民
を

r
正
常
な
ら
し
む
る
所
以
は
人
類
の
生
存
背
が
靖
L
て
最
早
や
土
地
所
有
者
の
手
中
に
禾
耕
作
の
依
に
そ
の
土
地
を
打
棄
て
お
〈
を
許
さ

Y
る
に
到

っ
た
事
で
あ
る
。
採
取
は
此
く
し
て
公
袋
否
人
の
効
用
の
地
位
ま
で
す
同
め
ら
れ
る
。

K

阿国間一色町
D
0
・M
広島
-
M
μ

・印印

ig-
一
民
族
が
他
民
族
を
政
治
的
に
支
配
す
る
事
は
勿
論
今
日
の
我
キ
の
道
徳
感
に
反
す
る
事
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
世
界
史
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
過
渡
的
分
業
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
、
之
を
賀
行
す
る
者
が
弱
き
民
族
へ
の
奉
仕
を
以
て
道
徳
的
要
求
で
あ
る
と

感
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
常
に
誠
貨
に
貨
行
さ
れ
る
限
り
、
上
り
高
き
秩
序
の
鎚
に
是
認
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
従
て
こ
の
指
導
は
常
に
義
務
の

観
念
に
基
礎
す
可
〈
、
決
し
て
支
配
慾
苧
搾
取
慾
に
よ
〔
J

て
行
は
れ
て
は
な
ら
な
い
。

.、‘‘
E
E

，，

註
2

例
へ
ば
濠
洲
に
於
て
数
千
の
鐙
民
が
従
来
憐
む
可
き
紋
態
で
農
耕
に
従
て
居
た
に
湿
な
い
も
の
が
、
英
人
到

来
後
反
A
J

て
字
幅
な
る
欣
態
に
抽
出
み
、
交
切
の
域
に
入
っ
て
そ
の
閉
山
俸
に
治
す
事
と
な
り
、
又
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ヤ
に
於
て
は
欧
人
の
支
配
に
よ

ク
平
和
な
る
生
活
が
衡
ら
さ
れ
て
盆
々
人
口
槍
殖
し
、
例
へ
ば
、
ア
ル
ヂ
エ
リ
ヤ
の
如
き
は
戸
口
調
査
』
憶
に
土
斎
民
の
容
摘
が
認
め
ら
れ
、
同
じ

C
W
E
H
H片
山

島

・

同

ι・

ωご
∞
'
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〈
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
や
仰
領
印
民
支
那
に
於
て
一
時
は
白
人
の
麟
制
の
下
に
人
口
の
搬
減
を
見
た
が
、
今
期
{
既
に
原
駄
に
復
し
て
ゐ
る
扶
態
で
あ
る

一
般
に
植
民
反
謝
論
者
は
一
部
粧
民
者
の
土
靖
氏
に
濁
す
る
残
虐
を
観
て
他
の
多
く
の
植
民
者
の
彼
等
に
奥
へ
た
報
酬
、
保
護
と
一
式
ふ
晶
体
な
も
の

に
目
を
塞
ぐ
。
仮
令
土
清
民
常
初
に
於
て
欧
人
の
泊
筈
に
菅
ま
う
と
も
、
そ
の
迫
害
は
後
年
己
が
境
遇
の
改
善
さ
れ
た
専
に
よ
っ
て
克
分
相
償
は

れ
た
。
放
に
土
斎
民
の
境
遇
を
比
較
す
る
時
は
、
そ
の
得
る
庭
の
も
の
は
失
ふ
所
の
も
の
を
償
ふ
て
鈎
余
り
あ
り
と
看
倣
し
符
る
。

註
3

』
-
m
w
・
]
広
告
い
Z
P
M
ι
・凶凶由

i
M
g
労
働
の
所
産
、
制
欲
に
よ
る
蓄
財
の
私
有
を
認
め
る
は
財
産
の
原
浬
で
あ
る
o

故
に
ζ

の
原
理
は

土
地
の
如
き
労
働
の
所
産
奥
ら
ざ
る
も
の
に
は
滋
は
ら
な
い
。
土
地
生
産
力
中
純
自
然
に
基
く
も
の
を
人
に
私
有
組
問
占
さ
す
は
必
要
で
も

E
常
で

も
な
い
。
地
主
が
土
地
を
た
ピ
有
す
る
丈
け
で
之
に
向
ヲ
て
土
地
改
良
等
の
何
の
務
も
泉
き
な
い
事
は
、
定
営
な
る
私
有
財
産
理
論
の
認
め
な
い

露
で
あ
る
。
土
地
の
私
有

κし
て
人
間
一
般
に
便
宜
を
奥
へ
ざ
る
時
は
こ
の
私
有
は
不
廷
で
去
る
。
人
は
他
人
の
絡
に
生
摩
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務

も
な
い
し
、
又
そ
の
人
身
な
か
り
せ
ば
生
ぜ
ざ
り
し
も
の
、
分
配
に
奥
か
ら
ぬ
と
て
積
極
的
に
何
物
を
も
失
ふ
も
の
で
も
な
い
。
乍
然
人
が
生
れ

出
た
る
時
、
既
に
自
然
の
賜
が
悉
く
他
人
に
占
有
さ
れ
て
居
り
、
最
早
や
是
の
分
間
に
興
る
余
地
が
な
い
と
一
石
ふ
事
は
可
成
苛
酷
で
あ
る
。
人
が

自
分
に
は
土
地
を
所
有
し
得
る
、
道
徳
的
縫
利
が
あ
る
と
一
石
ふ
考
を
抱
〈
に
至
り
、
し
か
も
所
有
す
可
き
土
地
な
き
時
、
是
等
の
人
々
を
納
得
せ

し
め
る
に
は
、
土
地
の
絢
占
的
所
有
が
彼
等
自
身
を
も
合
む
会
人
類
に
幸
を
欝
ら
す
も
の
な
る
事
を
知
ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
。
一
般
に
人
類
は

そ
の
も
と
か
ら
有
す
る
地
球
上
の
土
地
の
う
ち
、
人
類
の
目
的
の
矯
に
土
地
を
要
求
す
る
権
利
は
今
倫
も
ヲ
て
ゐ
る
。

。
可

E
H
7
5・
吋
-

M
印
可
人
は
困
よ
り
自
ら
割
引
用
し
簡
は
ざ
る
庚
大
な
土
地
を
遺
棄
す
る
犠
剥
が
な
い
。
ル
ロ
ア
・
ボ

P
ユ
1
の
言
の
如
〈
に

開
化
せ
る
欧
人
が
そ
の
本
来
の
伎
所
な
る
狭
臨
地
区
に
窒
息
し
、
空
し
〈
比
慮
に
科
挙
、
技
術
及
び
文
明
の
利
様
を
集
中
し
、
世
界
の
大
宇
を
穆

げ
て
無
智
無
の
者
の
手
に
留
め
置
く
は
自
然
的
な
事
で
も
正
晴
同
な
事
で
も
な
い
。
凡
そ
峨
労
働
と
交
換
と
に
よ
り
地
表
の
各
種
生
産
物
を
取
得
す
る

は
人
類
の
自
然
的
に
し
て
又
最
上
の
権
利
で
あ
る
。
そ
こ
に
住
む
者
が
そ
の
土
地
の
富
を
利
用
す
る
を
知
ら
ず
し
て
、
徒
に
此
の
天
駿
の
富
の
所

有
権
を
有
す
る
に
過
ぎ
、
ざ
る
時
は

E
に
之
は
単
に
之
を
蔵
匿
し
て
私
す
る
も
の
と
一
誌
は
ざ
る
を
得
な
い
。

、、
Ee''一
註
4

ハ
ウ
ス
・
〈
闘
際
ュ
ユ
ウ
ニ
7
l
ル
の
必
要
・
昭
和
十
一
年
九
月
・
(
図
際
事
情
四
六
四
銃
所
載
U

持
て
る
闘
側
の
ハ
ウ
ス
は
一
五
ふ
。

「
日
本
・
の
狭
隆
な
領
土
に
抽
出
れ
円
J

A

あ
る
人
口
の
吐
け
口
を
要
求
す
る
纏
利
あ
る
事
も
理
解
し
得
る
。
世
界
に
は
未
だ
庚
大
な
米
関
の
地
域
が
残

っ
て
ゐ
る
。
日
本
人
を
し
て
是
等
地
域
を
生
産
的
の
も
の
と
さ
せ
、
人
類
の
皆
同
と
幸
頑
と
を
帯
遜
せ
し
め
る
を
不
可
と
す
る
理
由
が
何
鹿
に
あ
る
。

印
度
、
支
那
恐
ら
く
は
ロ
シ
ヤ
さ
へ
も
会
〈
自
己
資
源
に
頼
っ
て
生
存
し
、
満
足
し
符
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
米
岡
人
は
さ
う
は
行
か
な
い
。
男
性

的
で
元
気
で
そ
し
て
教
育
高
き
一
億
三
千
万
の
米
関
人
が
之
迄
そ
の
鍛
山
、
工
場
及
び
土
地
か
ら
作
出
し
た
富
と
組
織
と
を
以
て
孤
立
主
義
、
自

給
経
済
主
義
を
と
る
が
精
寺
と
す
る
な
ら
ば
、
米
関
人
の
労
作
は
無
償
値
で
あ

p
、
杏
人
は
自
の
生
存
の
意
義
を
崎
氏
却
す
る
も
の
で
あ
る

J
又
持

植

丈

化

民

と

一一一二九



指宣

民

と

文

イ色

O 

た
ざ
る
凶
側
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
(
闘
際
事
情
五

O
一
務
所
載
)
は
一
五
ふ
。
「
溺
唱
砲
は
如
何
に
勉
め
て
み
て
も
現
在
の
闘
士
丈
け
で
は
図
民
と
し
て
自
給

自
足
の
生
活
を
替
む
と
と
が
由
来
ぬ
。
食
糧
問
題
が
陰
謀
で
も
野
心
で
も
な
く
闘
民
生
活
の
必
要
に
基
く
賀
際
の
問
題
で
あ
る
以
上
、
之
を
総
入

す
る
銭
に
輪
出
に
力
を
用
ふ
る
は
蛍
然
の
事
で
あ
る
。
法

L
調
拍
曜
の
岡
家
及
び
図
民
が
、
十
五
年
に
亙
っ
て
搾
取
さ
れ
海
外
に
持
フ
て
ゐ
た
資
産

を
も
悉
く
失
ふ
事
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
表
し
濁
迩
の
図
家
及
図
民
が
外
閣
に
於
け
る
投
資
の
全
部
を
奪
は
れ
る
事
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
原
料

を
畏
ふ
金
に
困
る
事
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
或
は
又
金
を
容
は
れ
て
も
植
民
地
さ
へ
時
間
ヲ
て
ゐ
た
ら
原
料
問
題
で
獅
遜
は
之
程
悩
む
事
は
な
い

の
で
あ
る
。

、、，
E

，，，
註
5

区
山
市
町
。
r
u
p
Q
m・
由
¥
叫
、
、
、
ル
ト
ン
は
英
t

闘
民
ζ

そ
正
に
会
〈
奮
約
の
意
味
で
の
選
民
即
ち
他
図
民
に
光
明
を
鷲
ら
し
、
自
尚
に
生

活
せ
し
め
、
キ
リ
ス
ト
敬
に
光
築
あ
ら
し
め
る
使
命
を
持
つ
可
き
答
で
あ
る
と
し
、
叉

kv口
問
H
O
a
r
円向。

z
pロ仲町
U
1

∞O
白
山
⑦
々
は
今
日
の
プ
リ
テ
ン

人
が
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
後
請
で
あ
る
事
の
詮
朗
を
以
て
そ
の
使
命
と
す
る
。
ぐ
加
H
・
民
富
回
目
白
可
-
m
c
a
o
H
O
冊目。
8
H
G
ロ
ぽ
H
P
H
D
U
M咽

H
V
・印
H
I
S
-

註
6
・
矢
内
原
忠
雄
氏
著
・
植
民
及
紘
民
政
策
・
第
二
版
九
六
頁
・
抽
出
ん
で
委
任
統
治
制
の
適
用
を
希
望
し
た
ア
ル
メ
二
ヤ
に
謝
し
て
、
い
づ
れ

の
先
抽
出
凶
も
そ
の
受
任
図
た
る
を
肯
ず
る
も
の
が
な
か
ヲ
た
。
「
そ
の
理
由
は
さ
戸
、
る
に
難
か
ら
ず
、
他
の
地
方
に
於
て
は
石
油
そ
の
他
の
抽
制
度

あ
り
、
銭
遺
及
び
綿
花
栽
培
地
の
投
資
す
可
き
あ
り
、
然
る
に
ア
ル
メ
ユ
ヤ
に
於
て
は
た
ピ
キ
リ
ス
ト
信
者
の
魂
の
救
ふ
可
き
も
の
あ
る
の
み
。
」


